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①申出

・申出書
・関係資料

⑧決定通知

・承認通知書
・不承認通知書
・納付書

⑨不服申立

年金事務所

③
・形式審査
（他に証拠がない
か等の確認）

ブロック本部

④
・内容審査
・独自調査

⑥
・年金事務所及び
ブロック本部へ承
認・不承認の連絡

本部

⑤承認・不承
認の決定

・審査請求等
・行政訴訟

日本年金機構

（写）

※ 実施状況を見ながら、ブロック本部で承認・不承認を決定することを検討

① 申出者は、年金事務所へ申出書を提出する。
② 年金事務所は、受付及び事実確認のうえ、ブロック本部へ申出書を移送する。
③ ブロック本部は、形式審査を行ったうえ、本部へ申出書を移送する。
④ 本部は、必要に応じ独自調査を行うとともに、承認基準に基づき、内容審査を行う。
⑤ 本部は、審査結果を踏まえて、承認又は不承認の決定を行う。
⑥ 本部は、年金事務所及びブロック本部へ承認・不承認の連絡を行う。
⑦ 年金事務所は、承認通知書又は不承認通知書を作成する。（必要に応じて納付書を作成する。）
⑧ 申出者へ承認通知書（納付書）又は不承認通知書を送付する。
⑨ 申出者に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内（※）に社会保険審

査官（地方厚生局内）に審査請求できる。 (※)平成28年4月より３ヶ月に改正予定

厚生労働省

・承認基準の策定
・承認基準の更新

社会保障審議会
年金事業管理部会

・処理状況の報告受理
・疑義が生じた場合の
回答
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第 ４ 回 社 会 保 障 審 議 会 年 金 事 業 管 理 部 会
特定保険料納付申出等に係る承認基準専門委員会
平 成 ２ ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日
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